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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
私
立
高
校
生
の
就
学
支
援
金
、
経
常
費
助
成
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
及
び
五
に
つ
い
て

公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律

第
十
八
号
）
に
基
づ
く
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
公
立
高
等
学
校
の
授
業
料
の
月
額
の
標
準
と
な
る
べ

き
額
等
を
勘
案
し
て
限
度
額
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
特
に
当
該
保
護
者
等
の
経

済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
生
徒
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
限
度
額
に
一
定
の
額
を
加
算
し
た
額
を
限
度
額
と
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
所
要
の
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
、
私
立
の
高
等
学
校
等
に
お
け
る
授
業
料
の
減
免
措
置
に
対
す
る
補
助
事
業
（
以
下
「
授
業
料
減
免
補
助
事
業
」
と

い
う
。
）
や
高
等
学
校
等
の
生
徒
（
以
下
「
高
校
生
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
奨
学
金
事
業
（
以
下
「
高
等
学
校
等
奨
学

金
事
業
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
都
道
府
県
の
取
組
に
対
し
、
授
業

料
減
免
補
助
事
業
に
対
す
る
国
庫
補
助
及
び
地
方
交
付
税
措
置
、
高
等
学
校
等
奨
学
金
事
業
に
係
る
資
金
の
交
付
、
平
成
二

十
一
年
度
補
正
予
算
に
よ
る
高
校
生
修
学
支
援
基
金
の
設
置
と
い
っ
た
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
公
私
間
格
差
」

及
び
「
地
域
間
格
差
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
政
府
及
び
都
道
府
県
の
取
組
に
よ
り
、

一



私
立
の
高
等
学
校
等
の
生
徒
の
う
ち
低
所
得
世
帯
の
者
に
対
す
る
支
援
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
従
来
と
同
水
準

か
更
に
手
厚
い
支
援
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
学
ぶ
意
欲
の
あ
る
高
校
生
等
が
経
済
的
理

由
に
よ
り
修
学
を
断
念
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
今
後
と
も
支
援
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
私
立
学
校
に
及
ぼ
す
影
響
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
平
成
２３
年
度
予
算
の
概
算
要
求

組
替
え
基
準
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
）
は
、
各
経
費
ご
と
に
一
律
の
削
減
を
求
め
る
も
の

で
は
な
く
、
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
等
補
助
や
公
立
高
校
の
授
業
料
無
償
制
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
に
つ

い
て
、
所
要
の
額
が
文
部
科
学
省
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
及
び
六
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
予
算
で
は
、
各
都
道
府
県
が
行
う
私
立
の
高
等
学
校
等
の
教
育
に
係
る
経
常
的
経
費
に
つ
い
て
の
助
成

事
業
（
以
下
「
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
事
業
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
地
方
交
付
税
措
置
に
お
け
る
生
徒
一
人
当
た

り
の
単
価
を
増
額
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
各
都
道
府
県
が
行
う
私
立
高
等
学
校
等
経

常
費
助
成
事
業
や
高
等
学
校
等
奨
学
金
事
業
を
支
援
し
て
き
た
ほ
か
、
本
年
度
よ
り
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
を
支
給
し
て

二



い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
私
立
学
校
の
教
育
条
件
の
維
持
向
上
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難
な
高
校
生
等

に
対
す
る
支
援
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

授
業
料
減
免
補
助
事
業
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
一
、
二
及
び
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
学
ぶ
意

欲
の
あ
る
高
校
生
等
が
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
修
学
を
断
念
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
今
後
と
も
支
援
に
努
め
て
ま
い
り
た

い
。

三


